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（別紙）

第１０次交通安全基本計画に盛り込むべき事項について

（１）課題（項目）

分野 道路交通

視点 ① 交通安全教育

② 高齢者及び子どもの安全確保

③ 歩行者及び自転車の安全確保

④ 生活道路及び幹線道路における安全確保

⑤ 交通事故事件被害者に対する支援

柱＜交通安全思想の普及徹底＞

１ 「人優先」の思想に基づき、車両との共存を図るた

めの交通安全教育の充実、徹底

２ 自転車の位置づけの明確化

３ 「事故」からの名称の変更と意識改革

４ アルコール類のＣＭの在り方に対する検討

＜道路交通環境の整備＞

５ 道路環境の整備

６ 速度規制の在り方

＜安全運転の確保＞

７ 先進技術の適切な利用

８ 安全運転管理者及び事業主の意識の向上

＜車両の安全性の確保＞

９ 自転車の整備による安全性の確保

10 自転車に対するナンバープレート及び強制保険類似

制度の導入

＜道路交通秩序維持＞

11 自転車利用者に対する指導取締りの推進
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＜救助・救急活動の充実＞

12 救急記録の統一と被害直後の頭部画像診断の実施

＜被害者支援の推進＞

13 遺族の意見を聴くための工夫

＜研究開発及び調査研究の充実＞

14 交通事故被害者の実態調査の実施

15 自転車の利用状況と利用環境に関する調査の実施

（２）課題の具体的内容及び対策

＜交通安全思想の普及徹底＞

課題 １ 「人優先」の思想に基づき、車両との共存を図るための交

通安全教育の充実、徹底

交通事故事件をみると、被害者は高齢者や自転車で走行中の者な

ど、いわゆる「交通弱者」が多く、事故態様では、飲酒運転や高速

度走行によるなどの重大事故が依然として発生している。また、最

近では、高速度走行による被害は、自動車によって引き起こされる

ものばかりでなく、自転車によっても引き起こされていることが認

識されてきている。

これまでにも、さまざまな機会に交通安全教育がなされてきてお

り、第 9 次交通安全基本計画の理念にも、「『人優先』の交通安全思

想を基本とし、あらゆる施策を推進する」と書かれているが、立場

が弱い順の優先順位（人→自転車→二輪車→乗用車→大型車）に基

づく交通ルールが人々の間にしっかり根付いているとは言い難く、

交通ルールは人の命、ことに交通弱者の命を守り、車両との共存を

図るために必須のものとの認識は十分には醸成されていない。そし

て、交通安全講習等に参加しても、他人事のように感じている者も

少なくないのではないかと思われる。

そこで、特に、中学生以上の学生や、免許更新時の講習、交通犯

罪を犯した者に対する刑務所や少年院での講習、家庭裁判所におけ
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る交通事犯を犯した少年に対する講習などの場において、交通事故

事件被害者やその遺族の生の声を聞き、ほんの軽い気持ちでも強者

が「人優先」ルールを無視すれば、交通弱者の致命的被害がもたら

されてしまうことなど、結果の重大性について学ぶ機会を増やして

いくことが重要である。

現在実施されている講習等を見ると、年少者や高齢者に対しては、

安全運転教室や学校を通じて指導、教育がされているように思われ

るが、中学、高校、さらに成年層になると、自動車運転免許に関連

した講習はあるものの、交通弱者の視点からの講習を受ける機会は

ほとんどないのが実情であると思われる。これらに対する教育も充

実させることが必要である。

わが国の場合、歩行者の交通死者のパーセンテージが一番高く、

半数以上の死者は自転車を含む交通弱者が占めていると聞く。この

傾向は、自動車の乗員の死者が多い他の先進各国と異なり、日本特

有であるとも言われる。

この、車に乗らない側が多く車の犠牲になっている傾向は、自動

車など強者側のルール無視がもたらしたものが大であり、現に弱者

がルールを守っていても悲惨な被害が出ている例は枚挙に暇がない。

しかしながら、交通弱者側にも、ルールを守ることが自己の身を守

ることに直結するとの認識を持たせることが、強者の立場に立った

時に生きてくるので大切である。

その際には、歩行者による横断歩道のない場所での無理な車道横

断など、歩行者によるルール無視は、自己を危険にさらす行為であ

って周囲にも危険が及ぶのであり、いくら「人優先」とはいえ許さ

れないことも、伝えるべきである（当然のことではあるが、「人優

先」ならばそもそも人の使いやすさを念頭に横断歩道は設けるべき

である）。

尚、小学生以上の学校教育の中に、「生命（いのち）のメッセージ

展」のパネル展示や「いのちのミュージアム」（東京都日野市）へ
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の訪問を組み入れることを望みたい。交通事故などで突然命を奪わ

れた幼い子どもたちを含む被害者の存在と、その被害者をかけがえ

のないものとして愛し続ける遺族の存在を知ることによって、自分

を含めて命の大切さを感じ取れるようになることが期待できる。ひ

いては、それが「人優先」の思想に基づき、車両との共存を図るた

め交通ルールを守ることが重要であるということへの理解にもつな

がっていくものと思われる。

課題 ２ 自転車の位置づけの明確化

自転車は、子どもから老人に至るまで幅広く利用されており、日

常的に手軽に利用することができる乗り物である。

ところが、常日頃、自動車を運転する際には交通ルールを守って

いる者であっても、自転車に乗っている場合にはルールを守ってい

ない者が多々存在するように思われる。

飲酒酩酊状態での運転、車道の右側走行、傘を差しながらの運転、

スマホを見ながらの運転、あるいは、自転車走行が想定されていな

い歩道での運転、赤信号を無視しての横断、さらに言えば横断歩道

を進む歩行者がいても高速ですり抜けて走行するなどの危険行為で

さえ、日常的に良く見かける光景である。

自転車は歩行者に対しては相対的に強者の立場にあるのであり、

ルール無視は自己を危険にさらすだけでなく、歩行者の安全を大き

く脅かすとの認識が欠かせない。すなわち、対自動車との事故の場

合には死亡しあるいは傷害を負う結果になることが多いのに対し、

対歩行者との事故では、歩行者を死亡させ、傷害を負わせる結果と

なるのである。

超高齢社会の到来により、自動車免許の返上をした高齢者は歩行

者となり、また自転車を近隣への移動手段として選択することが考

えられる。また、高齢者以外でも、地球環境問題への配慮や東日本

大震災の教訓から、自転車が移動手段の選択肢とされることも予想
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される。

最近は、マンションの駐車場も空きが目立つとの報道もあり、今

後、特に生活道路を中心に、歩行者と自転車の比率は増えるとの見

方ができるのではなかろうか。

その場合、従来のように「歩行者及び自転車」と行政側がいっし

ょくたにして扱っていくのは、まずいのではないか。第 9 次基本計

画の「研究開発及び調査研究の充実」の項目を見ると、「人・道・

車の３要素それぞれの分野における研究開発を一層推進する」とあ

るが、自転車は別個に位置づけるべきではないか。

一般に、自転車に乗っているのに歩行者のように行動することを

当たり前のこととしている人が多すぎる。そして、そうやって歩行

者のように行動する自転車の影響が放置され、適切に施策に反映さ

れてこなかったことが、現在、交通安全を脅かす要素の１つになっ

ているように感じられる。

現実にも、せっかく導入されたある幹線道路の歩車分離信号設置

の交差点で、車と歩行者の信号はあるけれど、交通量の多くを占め

る自転車用の信号が無いため、混乱が生じている。導入当初のある

日、自転車に乗ったままの警察官が歩行者といっしょに横断してい

たためか、現在はほとんどの自転車がそれに倣うようになっている。

その結果、その交差点では自転車同士の衝突が散見され、歩行者は、

高速走行で目の前を横切る自転車にひやひやしながら横断歩道を渡

っていく。誰かが「自転車は車両」との掲示を出したが、ほとんど

従う自転車は無く、たまに車と同時に幹線道路を横断しようとする

自転車がいれば、右折や左折の支障になるため車に「渡るな」とク

ラクションを鳴らされている状態である。

そうかと思えば、別の歩車分離交差点では、自転車用の信号が別

に設置されてあるためか、混乱は見られない。

道路交通法上も自転車は車両扱いなのであるけれど、人々の間の

習慣は簡単には変えられないのも分かる。しかし、自転車は、ある
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ときは歩行者と同様に、またあるときは車両であるとして都合良く

解釈されては困るのである。今後は、「歩行者といっしょに渡る場

合は自転車から降りて歩く。乗ったままなら自動車といっしょに渡

る」「歩行者気分で右側を走らない」など、社会に向けてさらに自

転車の立場を明確にした上で、幼少期から徹底した「人優先」の安

全教育を行うべきである。

自転車の位置づけが明確になり、自転車が交通法規を遵守するこ

とになれば、自転車対歩行者の事故を防止するのみならず、自転車

が被害者となる対自動車事故の減少にも繋がるものと思われる。

課題 ３ 「事故」からの名称の変更と意識改革

一般的に「交通事故」と言い慣わされ、この文書でも便宜上「交

通事故」と表記している個所もあるが、「事故」では「運が悪かっ

た」など、極めて軽く受け止められてしまい、実態にそぐわない周

囲の反応に被害者遺族が傷つけられることが多い。名称変更によっ

て危険意識を一般にも高めるべきであり、「交通事件」や「交通犯

罪」、「交通事犯」などが相応しい。

その変更により、運・不運の問題でないのだと分かり、道路上で

皆が当たり前のルールを守れば「防げるもの」との理解が進むこと

も期待できる。

同様に、交通事故「処理」とされているものについては、「捜査」

と改められるべきである。

課題 ４ アルコール類のＣＭの在り方に対する検討

アルコール類のＣＭにおいては、飲酒運転への注意表示の方法及

びテレビ広告の放送時間帯などは、自主規制に任されている。飲酒

運転による悪質重大事故が後を絶たない状況を考えると、企業の責

任として、より積極的に飲酒運転撲滅に向けた取り組みをすべきで

あり、ＣＭの在り方についても諸外国の例を検討するなどして、改
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善をしていく必要がある。

＜道路交通環境の整備＞

課題 ５ 道路環境の整備

① 交通弱者にスペースを取り戻し、生活道路では「脱スピード」

の徹底を

第 9 次基本計画にあるように、「生活道路等における人優先の安

全・安心な歩行空間を整備」するよう、さらなる努力が必要であ

る。

わが国は従来、「幹線道路」だけでなく、道幅の比較的狭い「生

活道路」でさえもクルマ中心の思想で作ってきてしまったのでは

ないか。「人優先の交通安全思想を基本とし、あらゆる施策を推進

していくべき」と第 9 次基本計画で掲げられた基本理念は、現実

には車だけが走りやすくなっている道の前では、掛け声で終わっ

ているのが現状である。

「生活道路」で車を走りやすくさせる車本位の整備を行ってし

まうと、通行車両のスピードが上がるだけで、危険性は逆にアッ

プする。悪質ドライバーによる抜け道利用もされてしまう。それ

が、事件発生前の京都府亀岡市の事件現場道路ではなかったか。

人優先の思想に基づき、車両との共存を図るなら、まず、車か

ら物理的スペースを人側に取り戻すべきである。現状は、過分に

車側に利用させているように見える。そして、生活道路では「人

優先」に加えて「脱スピード」が安全へのキーワードであると認

識し、それに沿った環境整備を進めていただきたい。

幅 30 センチもない路側帯を、子どもたちが黙々と一列で歩むこ

とを強いられるスクールゾーン。子どもたちの横を、スピードを

出した車が走行していく風景はとても安全とは言えず、自転車は

行き場もなく、子どもたちと路側帯を取り合う状態である。

また、スペースはあるのに、片側一車線ずつの車道を中央に、
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延々と続くガードレールでしっかり区切られた狭い歩道が左右に

設けられている場合。この道を利用しているのは、圧倒的に自転

車と歩行者だが、その両者は狭い歩道に押し込められ、場所を取

り合い危険である。

その歩道は自転車も通行可であるが、人が並んでは歩けない程

度のスペースであり、自転車が歩道を通ったり他の歩行者がいる

と、多くの人は車道を歩く。切れ目ないガードレールのため、歩

行者はいったん車道を歩きはじめると歩道には簡単に戻れない。

その道路をたまに自動車が通行する際には、かなりのスピード

を出して通過していくのが常であり、「人優先」でなく「クルマ優

先」で作った結果、危険な道路になっている。

今後、環境整備においては、中央から車道のスペースを先に確

保するのではなく、まずサイドから歩行者と自転車のための通行

区分を確保していく手順が求められる。あまり車も通らないなら、

広い車道にガードレールなどで柔軟性に欠ける歩行区分を設けて

しまうと、道は活用しにくくなる。

第 9 次計画にある「あんしん歩行エリア」に通じるのかもしれ

ないが、例えば、歩行者が並んで歩ける程度にゆったり通行でき

るスペースをまず道路サイドに確保し、色分けなどで区分するよ

うにしてから、中央に自転車を含む車両が譲り合いながら通行で

きる車道を設けることはできないか。歩行スペースとの間にとこ

ろどころ低木の植栽などのある待避スペースを設け、譲り合って

走行させれば、車両のスピードは自ずと落ちる。抜け道利用も減

るだろう。

② 自転車から歩行者を守る環境整備を

自転車が、歩道や横断歩道を我が物顔で走行することが、対歩

行者事故の危険性をはらんでいることは間違いない。

自転車と歩行者、両者の存在が想定される多くの場面は生活道

路である。そして、「自転車から歩行者の安全を生活道路で守る」
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ためには、前述のように、両者が十分なスペースを自動車から取

り戻すことが先決である。

歩行者と自転車の通行区分を十分確保した上で、色分けなど両

者間の区別もある程度明確にしていくなどの取り組みが必要であ

る。

そして、既に述べてきているように交通安全の考え方の基本は

「人優先」の思想に基づき、車両との共存を図ることであり、車

両である自転車が、歩行者に交じって歩道や横断歩道を走行する

場合の危険性や安全な通行方法についての教育の徹底が必要であ

る。歩車分離信号では、横断歩道を歩行者とともに自転車が通行

する場合は、自転車から降りて歩くこととする、などである。

③ 地域・被害者の声を聴き危険個所の解消を

通学路は、学校や地域全体が関わっての見直しが改めて必要で

あると思われる。安全性に関しては、実際にその地域で暮らす人

たちが危険を体感しており、その情報を地元の関係機関が集約す

ることが安全への早道であると思われる。第 9 次計画を見ると、「事

故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）の推進」とあるが、

取り組みは未だ十分ではない。そのプランでは、地元の声、被害

者の声は生かされてきているのだろうか。

特に、歩行者が通行するスペースがない部分が通学路になって

いる場合や、明るくないために歩行者の発見が比較的難しい場所

が通学路になっている場合、あるいは、信号・横断歩道・カーブ

ミラーなどの設置が必要な場所など、改めて地域の声を聴く取り

組みをしてほしい。

また、既に交通事故が発生した箇所なのであれば、被害者遺族

は「自分のように悲しい目に、もう誰にも遭ってほしくない」と

考える人がほとんどであり、被害によって身に染みて分かった事

柄は必ず存在するものである。その具体的な改善意見こそを被害

者側からきちんと聞き取り、生かすべきである。
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④ 歩車分離信号、ラウンドアバウトの普及推進を

交差点は鬼門中の鬼門とも言う。わが国の交通被害の半数は交

差点で発生し、交差点の付近も含めると 4 分の３に上るとも聞く。

交差点への取り組みは大変重要であり、欠かせない。

現在、普及しつつある「歩車分離信号」は、左折や右折の大型

車両等に巻き込まれる交通弱者の被害を減らすには効果的だと考

える。しかし、都市部での設置が多く、例えば、埼玉県内の普及

率となると３．２１％で年間１０～２０台の設置と聞く。せめて、

全国の小・中学校の近くについては早急に歩車分離信号の整備を

行い、自動車、歩行者、自転車が安全に通行することができる道

路環境を整備することが求められる（その際には、地域の実情に

合わせて自転車の位置づけを明確にすることが、歩行者や自転車

の安全確保のためには欠かせない）。

また、自動車がスピードを出して走行する、いわゆる田舎の道

路での歩行者の安全は十分とは言えない。最近日本でも導入が始

まった「ラウンドアバウト」では、交差点を直進させずに円を周

回させて目的の方向で円から離れる構造にすることで、ドライバ

ーは必ず低速にせざるを得ない。信号に頼らなくても済み、脱ス

ピードには有効であり、歩行者と自転車の安全を確保しつつの導

入であれば、今後進められるべきではないか。

課題 ６ 速度規制の在り方

第９次計画を見ると、「生活道路における最高速度、原則時速３０

キロメートル」との記載があり、車両の走行について、「生活ゾー

ン３０」など、特に「生活道路」での時速３０キロ規制等の取り組

みがなされている。生活ゾーン及びその周辺においては歩行者や自

転車が多く行き交うことを考えると、その取り組みはとても望まし

いが、しかし、さらなる推進が待たれるところである。

時速 30 キロを超えると、人と車が衝突した時に死亡率が格段に上
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がるとのエビデンスがあるといい、欧米では共通認識があるとも聞

く。確かに、ある米軍基地を見ると制限速度は 25 キロに抑えられて

いたり、居住地ではさらに低速度での走行を徹底して求められたり

する。また、欧州では、生活ゾーンは時速２０キロ規制が当然にな

っている。うっかり日本並みに速度を上げると、すぐに警察に停止

させられる。

現在、わが国の法定最高速度は時速６０キロであり、標識がなけ

れば自動的に６０キロ制限が適用されている。そのため、埼玉県川

口市の住宅地の道で、幼稚園児の列に脇見運転の乗用車が突っ込ん

だ事件があったが、特に標識がなかったため、６０キロが適用され

てしまったことがある。これでは、人の安全は守られない。

そこで、まず、生活圏や商業圏など歩行者の多い場所について検

討するとともに、この指定範囲を広げ、当該場所では、少なくとも

最高速度を３０キロメートル毎時に制限すべきである。同時に現在

の最高速度規制が、実情に合致しているかどうかの検討を進め、法

廷最高速度とされている道路（最高速度の指定がされていない道路）

についても、道路状況に合わせた見直しを早急に進めるべきである。

＜安全運転の確保＞

課題 ７ 先進技術の適切な利用

① 飲酒時にはエンジンがかからない構造に

飲酒運転については、厳罰化等により減少しているとされるが、

現実には、飲酒運転による事故は後を絶たない。アルコール依存

の問題など、本人の自覚だけに頼れない側面もある。よって、自

動車の構造を、飲酒していたらエンジンがかからないようにする

ことも検討されるべきである。

② ドライブレコーダー標準搭載の推進を

ドライブレコーダーは、その記録が事故状況を明らかにするだ

けではなく、その設置により交通事犯の防止にも役立てることが
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できると思われるので、通常の車両への標準搭載を検討すべきで

ある。また、職業車に関しては、現在の補助金に加えてさらにバ

ックアップし、標準搭載を積極的に推進すべきである。

③ ＩＴ活用により生活道路での自動低速化の実現を

情報通信技術（ＩＴ）を活用し、生活区域などにある一定の道

に入ったら一定以上の速度を出すことができないような車の構造

やシステムを構築するよう、関連業界に働きかけ、国としてもそ

の推進を強くお願いしたい。

カーナビゲーションシステム、ＧＰＳ等を利用し、「幹線道路」

から「生活道路」に入った時点で、ガソリンの供給量を抑えると

か、電気なら電圧を下げるとかの研究は進められているといい、

近い将来には不可能ではないと聞く。それが現実になれば、高齢

ドライバーの逆走防止や、通学路からの悪質ドライバー駆逐にも

役立つことが期待できる。すぐにでも検討を始めていただきたい。

自動車メーカーのＣＭを見ると、カーナビなどＩＴを有効活用

して車間距離を適正に保つことで渋滞防止に役立ったり、衝突防

止ができるようになってきているようである。しかし、衝突防止

装置も、高速走行では実際には機能させるのが難しく、役立たせ

るには低速走行が前提だとの話も聞く。生活道路での自動的低速

化にＩＴを活用し、その他の面でも安全運転に資することがある

なら、躊躇なく検討されるべきである。

課題 ８ 安全運転管理者及び事業主の意識の向上

安全運転管理者等が選任され、講習等を受講しても形式的なもの

になっていて、事業主による従業員への安全指導等も実施されてい

ない場合が珍しくない。

そこで、安全運転管理者及び事業主の交通安全に対する意識の向

上を図るとともに、その責任の重大さを十分に理解させることが重

要である。そのためにも
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① 死亡事故、重大事故が発生した場合は、運行記録紙や健康管理

記録、ドライブレコーダー記録等の提出を義務づける。それらの

記録を活用しながら、背後の要因である過労運転等の法令違反が

なかったかなど、事業主における安全管理の実態について徹底し

た調査を行うことが求められる。調査結果については、被害者や

被害者遺族に対して必ず情報を提供すべきである。

② 調査の結果、事業主及び安全運転管理者に法令違反があったこ

とが認められれば、指導、厳正な処罰も検討されなければならな

い。同時に、被害者等に対する責任を誠実に負うよう促すことも

重要である。

③ 過労運転や過積載等の法令違反については調査、指導及び取締

の強化を図る必要があり、第三者からの情報提供による調査等も

徹底することが望まれる。

＜車両の安全性の確保＞

課題 ９ 自転車の整備による安全性の確保

自転車には、自動車の車検制度に類似するものがなく、ブレーキ

が利かない、ライトが点かない等の整備不良自転車に平然と乗って

いる者がいることは否定できない。

自転車の整備不良は、自らが事故を引き起こす危険性があるだけ

ではなく、事故に遭う危険性もある。従って、ライト、ブレーキ、

反射機材等について、定期的な点検を義務づけるとともに、教育、

指導を徹底する必要がある。

課題 10 自転車に対するナンバープレート及び強制保険類似制度の

導入

自転車事故の場合には、事故後、自転車運転者が現場を立ち去っ

てしまい、運転者の特定が困難な事案が少なからずあるのが実態で

ある。このような事案の被害者に対する公的支援の充実も重要な課
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題である。

自転車によるひき逃げや当て逃げを防止するとともに、他人に傷

害を負わせる結果を引き起こす危険な乗り物であることを認識し、

自転車を運転することに対する責任を自覚させるためにも、自動車

におけるナンバープレートに類似したものの取付けを義務付け、視

覚的にも自転車と所有車を結びつけることができるような方策が検

討されるべきである。

自転車の購入時に保険への加入とともにナンバープレートを交付

し、あるいは、幼稚園小学校、中学校、高校までは学校で配布する、

地域で配布することなどが考えられるのではなかろうか。

また、自転車対歩行者の事故の場合、自転車には強制保険がなく、

運転者が傷害保険等にも加入していないために、被害者が保証を受

けることができない事例が少なくない。近時、自転車の保険につい

ては、学校でもパンフレットが配布されるなどして、関心が高まっ

ており、また、ＴＳマークの加入促進などもなされていることは評

価できるが、ＴＳマークは１年間の短期間のみであり、有料点検整

備の際の加入であって、更新の通知などもないため、その有効性に

は疑問がある。

自転車に乗る際の危険性を認識し、その運転に責任を持たせるた

めにも、任意保険ではなく、自転車を所有する者に対して保険への

加入を義務づけることを検討すべきであり、ＴＳマークを自賠責類

似のものにするとともに、整備点検を義務付けることが検討される

べきである。

＜道路交通秩序維持＞

課題 11 自転車利用者に対する指導取締りの推進

自転車の道交法違反行為に対しては、指導、取締りのさらなる強

化が望まれる。道路上で「人」のように振る舞ってきた自転車の行

動を現段階で是正し、真の意味での「人優先」の思想に基づき車両
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との共存を図ることを根付かせるには、違法走行をする自転車に対

する適切な取締りは欠かせない。

ある祭事で、街頭警備に出ていた多くの警察官は、目の前で何台

もの自転車が赤信号でも停止せず、派手に横断歩道を渡る人の間を

縫って走っていても何の反応もなかったが、取締りをしてほしかっ

た場面である。担当が違うと言いたいかもしれないが、警察官の違

反見逃し行動が人心に与える影響は大きい。

違反者に対しては、違反告知の切符制度に類したものを導入して

指導を徹底するとともに、告知が繰り返されるような悪質な場合は、

刑事罰の適用も考慮しなければならない。

また、違法駐車の取締が民間委託などで行われているが、自転車

の違法駐輪も多く見かける。違法駐車・違法駐輪は、救急車等の緊

急車両の通行の妨げにもなり、一般の自動車や歩行者の通行の妨げ

になるだけではなく、交通弱者が車道に進出して通行しなければな

らないため、事故にもつながるおそれがある。違法駐車や違法駐輪

は命の危険にもつながるという自覚を持たせるような指導、教育が

必要である。

自転車の違法駐輪の場合、行政などが駅周辺などでの回収を進め

て高い引き取り料を支払わせているが、その引き取り料を原資に駐

輪場の整備を進めるとともに、悪質な事案に対しては刑事罰を科す

ことも検討されるべきである。

＜救助・救急活動の充実＞

課題 12 救急記録の統一と被害直後の頭部画像診断の実施

① 救急記録記載事項の統一

交通事故で傷害を負った被害者がいる場合には、救急車が現場

に臨場するが、その際に作成される消防活動記録については、自

治体毎に形式が異なっている。医師の治療等に役立てるためにも、

記載事項の統一が図られることが望まれる。
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特に、飲酒、薬物の使用の可能性や、把握できる事故態様など

の記載は、その後の治療にも役立ち、被害者の回復にも役立つも

のと思われる。

② 被害直後の頭部画像診断の実施

交通事故では、頭部を強く揺さぶられることが多く、被害者が

脳に大きな障害を負うことが十分に考えられる。

被害直後のＣＴやＭＲＩによる画像診断の実施は、その後の高

次脳機能障害などに対する適切な治療等のために極めて重要であ

るため、救命措置の後、差し支えの無くなった時点で原則的に実

施するものとしていただきたい。

また、救急医療に携わる医師や看護師の、交通事故外傷に対す

る理解を深めることも重要である。

＜被害者支援の推進＞

課題 13 遺族の意見を聴くための工夫

交通安全基本計画については、５年ごとの見直しを実施している

とのことであるが、意見聴取の通知が届いてからたった 10 日間で遺

族が意見をまとめるのは、とても酷である。これでは、被害者間で

仲間の意見を集約しようにもまったく時間が足りず、被害者遺族の

話を聞く姿勢とは到底思われない。声を聴くスタンスがあるのであ

れば、もっと時間的に猶予がほしい。

また、計画の見直し作業については、少なくとも 3 人の被害者遺

族を委員として参加させていただきたい。

＜研究開発及び調査研究の充実＞

課題 14 交通事故被害者の実態調査の実施

数字の上では死亡事故が減少しているが、これは医療技術の進歩

によるところも大きいのではなかろうか。死亡には至らなかったも

のの、重度の障害を負い、寝たきり状態になっている被害者や、介
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護を要する被害者等の実態を十分に調査する必要がある。

また、外見上は異常がないように見えても、高次脳機能障害のた

めに被害者自身や家族が苦しんでいるケースは少なくない。そして、

高次脳機能障害については、画像診断がないとこれが認められない

現状にもある。

これらの実態調査をするとともに、社会一般の理解を深めつつ、

被害者には適切な援助をしていく必要がある。

課題 15 自転車の利用状況と利用環境に関する調査の実施

「人・道・車」の 3 要素に加えて「自転車」を別個においての調

査研究がなされるべきである。自転車を、歩行者や自動車と同列に

語り続けては、重要な要素を見逃すのではないか。地域によって自

転車利用の多いエリアでは、どのような使われ方がされており、そ

れに伴ってどんな交通上の問題が発生し、その解消のためにどのよ

うな環境の整備がなされるべきなのか、幹線道路と生活道路の別、

交差点を念頭に、検証しておくべきではないだろうか。

以上


